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 流山市自転車の放置防止に関する条例第１１条（第２項）に基づき、引取りのない放

置自転車を売却します。 

 つきましては、別紙１「放置自転車売却に伴う仕様書」に基づき、買取（廃棄処分）

業者を募集します。 

 

１ 買取り申し込み 

 買取り希望者は、放置自転車買取り調書に所定の事項を記入のうえ、添付書類を添え

て受付期間中に、受付場所まで直接提出ください。 

申込期間：令和８年２月２４日（火）午前８時３０分から 

申込期間：令和８年３月 ４日（水）午後５時１５分まで 

受付場所：流山市役所土木部道路管理課交通安全対策係 

あいうえお流山市平和台１－１－１ 

あいうえお電話 ０４－７１５０－６０９３（直通） 

 

２ 売却予定台数 

    ・平方放置自転車保管場所  ４２台（２５台不良含む） 

・鰭ケ崎放置自転車保管場所  ８台 

合 計 ５０台（２５台不良含む） 

 

３ 自転車の引渡し日 

    令和８年３月２４日（火） ※厳守 

 

４ 応募資格 

   次の資格を満たしていれば申し込みができます。 

（１）千葉県内及び近県に事業所を有する法人。 

 （２）古物商の許可を受けている者。 

 （３）指名参加願が市に提出され、有資格者名簿に掲載されていること。 

 

５ 提出書類 

   次の書類を提出してください。（提出部数１部） 

  （１）放置自転車買取り調書（別紙２） 

  （２）法人登記簿謄本（３ヶ月以内のもの）の原本又は写し  

  （３）古物商許可証の写し 

  （４）見積書（別紙３） 

 

６ 選定方法等 

   提出された書類を基に、担当課において買取り業者を決定します。 

（１）選定基準 



 

 

   ア．買取り総価格が最高価格である者。 

   イ．各自治体における実績等を考慮 

（２）選定結果 

   提出された申込者に対して、令和８年３月１３日（金）までに郵送にて通知し

ます。 

 

７ その他 

下記の日程で放置自転車保管場所の現地案内を実施します。 

    実 施 日：令和８年２月２４日（火）から３月４日（水）［月・土 

・日・祝日を除く］まで 

  実 施 日：午後１時から午後４時まで 

  実施場所：平方放置自転車保管場所 

       流山市平方９２－２ 電話 ０４－７１５３－６４６０ 

鰭ケ崎放置自転車保管場所 

流山市鰭ケ崎一丁目１１０ 電話 ０４－７１５８－９３８６ 

おおおその他：現地案内ご希望の場合は、上記実施期間中に直接、保管場所へお越 

しください。 

担当課連絡先：流山市役所土木部道路管理課（第３庁舎） 

交通安全対策係 

電話 ０４－７１５０－６０９３（直通） 

 



 

 

別紙１  

放置自転車売却に伴う仕様書 

本仕様書は、流山市自転車の放置防止に関する条例第１１条（第２項）に該当する自

転車を売却するにあたり、次の点を厳守すること。 

 

１．売却する自転車の種類は、道路交通法第２条第１項第１１号の２に規定する自転 

車とする。 

 

２．市が売却を予定した自転車はすべて買い取ること。 

 

３．自転車の引渡しについては、流山市が指定する日時において実施する。 

 

４．自転車の引渡し場所 

  ①平方放置自転車保管場所  流山市平方９２－２  

②鰭ケ崎放置自転車保管場所 流山市鰭ケ崎一丁目１１０ 

 

５．自転車の搬出作業等、売却に伴う一切の経費は、買取り業者の負担とする。  

 

６．防犯登録のシールは必ず剥がすこと。 

 

７．買取った放置自転車は、海外への輸出を原則とし、日本国内でのリサイクルはし 

ないこと。また、日本と国交のない国への売却及び譲渡はしてはならない。 

 

８．自転車等でリサイクル品として使用が不可能な場合は、その処分方法を流山市に 

報告する。 

 

９．処分の過程で発生した鉄、プラスティック類その他は、金属原料等として販売す 

ることができる。 

 

１０．買取り者は、国内において、同一の業を営む業者へ転売をしてはならない。 

 

１１．買取り者は落札者決定通知後、売払い金を８日以内に払込書により指定金融機 

関に納入すること。 

 

１２．市から引渡しを受けた自転車について、買取り者は処理結果を市に提出すること。 

① マニフェスト 

② 通関書の写し 



 

 

 

１３．この仕様書に定めのない事項については、市と買取り者との協議のうえ、決定す

るものとする。   

  



 

 

別紙２ 

 

放置自転車買取り調書 

 

住  所 

 

 

 

団体の名称 

 

 

 

 

代表者の氏名 

 

 

 

 

電 話 番 号 

 

 

 

 

 

 

他の自治体での実績 

 

 

 

 

 

 

 

主な輸出先 
 

 

上記のとおり相違ありません 

 

令和  年  月  日 

 

              住  所 

              会 社 名 

              代表者名                        印 

 

 

  



 

 

別紙３ 

 

見 積 書 

 

令和  年  月  日  

（宛先）流山市長  

 

住 所 

会社名 

代表者                          印 

 

募集要領及び仕様書等を熟知したので、令和７年度第４回の自転車の買取りに係る見

積を提出します。 

 

記 

 

自転車 ５０台分            円 

 

※上記金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 

 


